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総数（平成１７年度末）
３３．２万人

国家公務員人件費の抑制

○ この夏に定員削減計画を策定し、これまでの削減目標を倍増。（５年間で10％以上）

○ 治安など真に必要な部門に増員し、政府全体を通じメリハリの効いた定員の再配置を推進

○ 今後とも一層の純減の確保に努力（行政需要の見極めの観点から、中期的な目標は困難）
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定員 － ５年10％の定員削減により、大胆な再配置を進めるとともに、純減の確保に努力

総定員法による総数規制と累次の定員削減計画の下で、

約40年間にわたり基本的に一貫して純減を計上

総定員法による総数規制と累次の定員削減計画の下で、

約約4040年間にわたり基本的に一貫して純減年間にわたり基本的に一貫して純減を計上
これまでの純減努力や公社化、独法化により、

国が自ら行うべき事務・事業に純化

これまでの純減努力や公社化、独法化により、

国が自ら行うべき事務・事業に純化国が自ら行うべき事務・事業に純化

国の行政機関の定員の推移
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新設医科大による増

郵政公社化、独法化による制度的な減

純減▲７．７万人（沖縄復帰及び新設医科
大による増がなければ▲１１万人）

郵政公社化 ▲２８．６万人

国立大学法人化 ▲１３．３万人
独立行政法人化 ▲ ７．１万人

昭和42 平成17

国の行政機関の定員の内訳

治安関係
6.3万人

国税
5.6万人

社保・労働
4.0万人河川・道路・

港湾
2.9万人

防衛
（除く自衛官）

2.4万人

食糧・農林統計
1.8万人

登記 1.2万人

医療 0.9万人

航空安全 0.7万人

その他
（内部部局等）

5.8万人
気象 0.6万人

外交 0.5万人
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国有林野 0.5万人



17年度からの５年間で、これまでの倍となる10％以上の定員削減を目指す中で、

地方支分部局の事務・事業を抜本的に見直し

○地方支分部局が行う必要性の低下した事務・事業は、廃止、民営化等、地方公
共団体から要望がある場合は、地方公共団体へ移譲

○政策の実施に係る事務・事業は、民間委託、独立行政法人への移管等

○他の事務・事業も、全面的な見直し、情報通信技術の活用、民間委託等

18年度には地方支分部局の組織・定員を一段と簡素化

見直しの基本的考え方

－情報通信技術の活用、申請・届出手続のオンライン利用促進

－「行政効率化推進計画」(平成16年６月関係省庁連絡会議)に基づく民
間委託の推進（庁舎管理、公用車等）

－三位一体改革の実施に伴う業務見直し

－既存統計の抜本的見直し、統計事務の民間委託の推進等

－民間活動への過度の関与となる補助行政・地域産業振興行政や業所管
行政の見直し

－公共事業関連業務の民間委託の推進

－市場化テストなど規制改革・民間開放の推進

18年度における地方支分部局の見直しの基本方針について

○18年度は､以下の観点を踏まえ､地方支分部局の見直しを

徹底、具体化

・17年度の取組

（例）

－農林水産統計抜本的見直し（5年間

で約▲1,100人、17年度▲180人）

－食糧業務等の合理化（10年間で約

▲3,000人、17年度▲389人）

を始め事務・事業を見直し

・さらに、

－法務局・地方法務局の支所・出張所

の廃止▲50か所

等の組織見直し
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